
令和２年度　第１回徳島県総合教育会議

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
「学びの保障」について

 徳島県教育委員会

令和２年７月９日

４.WITHコロナ時代の「人財」育成について

３.学びの保障について

（1）学習の遅れへの即応

（2）第２波・第３波の感染拡大に備えて

２.臨時休業中における「徳島ならでは」の取組について

１.徳島県における「学校の臨時休業」について
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２月27日：内閣総理大臣による全国一斉臨時休業の要請

　　　　（県教育委員会）３月２日～３月24日を臨時休業

４月７日：７都道府県（大阪府・兵庫県含む）に緊急事態宣言が発令
　　　　（県教育委員会）４月８日～10日は始業式，入学式，分散登校等を実施

　　　　　　　　　　　　４月11日～５月６日を再度の臨時休業
　　　　　　　　　　　　４月16日：全都道府県に緊急事態宣言が発令

５月１日：政府の専門家会議「徹底した行動制限の当面の維持」提言
　　　　（県教育委員会）５月７日～５月20日まで臨時休業を延長

　　　　　　　　　　　　緊急事態宣言が延長された場合は，その終期まで

５月14日：徳島県を含む39県で緊急事態宣言が解除
　　　　（県教育委員会）５月21日から学校再開
　　　　　　　　　　　　５月21日・22日のいずれかで分散登校日

　　　　　　　　　　　　５月23日～31日を通常活動スタート期間として分散登校や短縮授業
　　　　　　　　　　　　６月１日から通常の教育活動再開

５月４日：緊急事態宣言が５月31日まで延長

　　　　（県教育委員会）臨時休業を５月31日まで延長
　　　　　　　　　　　　緊急事態宣言が解除された場合は，短縮を検討

す

春季休業

６月１日　通常の教育活動スタート

臨時休業                            

臨時休業

臨時休業延長

３月２日

３月25日

５月７日

５月21日

４月８日
４月11日

１.徳島県における「学校の臨時休業」について

通常活動スタート
期間

４月１日：文部科学省が専門家会議の提言を踏まえ臨時休業ガイドラインを改訂
        （県教育委員会）４月８日からの教育活動再開を通知（４月３日）　

本県の基本スタンス
・国の専門家会議等の知見に基づく対応（エビデンス重視）
・今後のスケジュールを先手先手で提示（予見可能性重視）

両立により
学校でクラスター

を発生させない！
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２．臨時休業中における「徳島ならでは」の取組について

　　　　　　　　　

　　　　　

・県立学校の全ての児童生徒と教職員が「Web会議システム（Zoom）の活用」にチャレンジ

オンライン教育推進期間（５月７日～21日）の設定

家庭学習応援動画の作成と配信

・４月17日に小・中・高校生向けに40本の学習応援動画を作成し，YouTubeへアップ
・５月11日から３週間にわたりケーブルテレビでも放送

７月１日現在
113本の動画

を配信

布マスクの作り方教材の作成

・マスク不足に即応，文部科学省ホームページに掲載され全国のモデル例として紹介

いち早く３月に
動画をアップ，
13万回以上の
視聴

SNSを活用した相談体制の拡充

・５月５日からLINEによる「生徒の心の相談」事業開始（Ｒ２当初66日/年→拡充後324日/年）

７月１日現在

相談件数153件

納入業者が抱える給食用食材の有効活用支援（子ども食堂等へ提供）

授業料等の修学支援対策（家計急変に対する支援及び早期支援の実施）

（１）感染防止

（２）学習支援

（３）心のケア

（４）各種支援

全国屈指の
光ブロードバンド環境

を活用！
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３.学びの保障について（1）学習の遅れへの即応

人的・物的に
サポート

◆夏季休業期間の大幅な短縮
　　夏季休業期間：本来６週間
　　　　　　　　　　　 →１週間２校・２週間36校・３週間15校

◆学校行事の精選
◆放課後・休業日における補充授業　等

●普通教室にクーラー整備　実質整備率100％へ
　（クーラー未整備校２校には今年度のみ，

　　スポットクーラー活用。来年度は空調完備）

●特別教室・体育館にスポットクーラー緊急整備
●適正温度を保持しながらの

　「高換気・高機能空調」のモデル事業創設

課　題 授業時数の確保

●学習指導員制度の創設及び配置
　（教員OBや教員をめざす学生等の地域人材を活用）

　　※120名程度新規配置

●スクール・サポート・スタッフの拡充
　（Ｒ２当初配置人員28名→拡充後最大50名）

教職員を支援する体制づくり この夏における快適な学習環境の整備

長期臨時休業による
　　学習の遅れ
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３.学びの保障について（2）第２波・第３波の感染拡大に備えて

●義務教育年代の全児童・生徒　

　に対する１人１台端末の整備

国のGIGAスクール構想

●県立高校生（特別支援学校高等部含む）
　への１人１台タブレット端末の整備

本県独自の取組

徳島県のGIGAスクール構想

　・城東高等学校　　（大学・企業・海外の学校との交流）

　・つるぎ高等学校　（学びの状況把握・効果的学習支援）

　・ひのみね支援学校（個々の教育ニーズに応じた教育活動）

・上板町：高志小学校（学校と家庭との学びの連続性）

・阿南市：桑野小学校（情報モラル教育）

・美馬市：穴吹中学校（WEB会議システム活用）

・三好市：東祖谷小・中学校（外部機関との連携）

県立学校３校 市町村立学校５校

実証内容　　　・端末や高速ネットワーク整備の実証　・遠隔授業システムや教職員のテレワークシステムの実証

　　　・効果的な電子教材のあり方を検証　　・教師のICT活用力（授業力）のあり方の検証　

●全小・中・高等学校に対する高速大容量校内ＬＡＮの整備（従来１GB→今後10GB）

学校でも家庭でも切れ目のない学びの体制が「小・中・高一貫」して実現

フィードバック

国のGIGAスクール構想に先駆け，オンライン教育の実証モデル校設定

４



４. WITHコロナ時代の「人財」育成について

　　
未知の世界に果敢に挑戦する，
夢と志あふれる「人財」の育成

基本方針：
徳島教育大綱

今こそ‼　

新型コロナに伴う社会変容　　～キーワードは多様化～　

学　校 高大接続

就職活動

大　学 企業・社会

・未来を切り拓いていく人財
・新たな価値を創造していく人財
・地域を輝かせる人財

人財の具体像

デジタル教材の活用

授業動画の配信による
在宅学習支援

令和３年度大学入試共通テスト
の複数日程化

秋季入学制度の検討

推薦入試制度の拡充

入学時期の多様化

就職試験解禁日を９/16→10/16へ

11月からの２社複数受験

インターンシップの工夫・拡充

WITHコロナ型起業家の育成

コロナ禍でのグローバル人材育成

大学における学びの保障

オンライン講義の拡充

テレワーク・web会議の普及

就職時期の流動化

オンライン採用面接

働き方の多様化

地方回帰・地方分散
（サテライトオフィス加速）

インバウンド・

アウトバウンドの激減

SDGsへの取組加速

Society5.0社会

の具現化推進

５Ｇの実装化加速

オンライン授業の展開

学校における
「新しい生活様式」

「徳島ならでは」の
学びの保障

SNS活用による心のケア

学生への学び・生活支援

企業活動における３密回避対策

スポーツ・文化

部活動も新フェーズへ

東京オリ・パラ延期に伴う

スポーツ・文化への影響

ビッグデータ，IoT，AI
活用推進
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この大綱は、本県における教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策について、

その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。

現在、我が国は「人口減少」と「災害列島」という国難とも呼べる課題に直面するとともに、

「Society5.0」の到来や持続可能な開発目標「SDGs」の達成が期待されるなど、これまでの常識が

通用しない「未知の世界」が眼前に広がる時代を迎えています。今後、徳島が「未知の世界」に挑戦

し、日本全体を「持続可能な社会」へと導くため、この大綱に沿って、徳島の教育力を結集させ、

本県の宝である「人づくり」に全力で取り組みます。

未知の世界に果敢に挑戦する、
夢と志あふれる「人財」の育成

「人財」の具体像

①

②

③

「未来を切り拓いていく人財」

「新たな価値を創造していく人財」

「地域を輝かせる人財」

概要版

令和元年度（2019年度）から令和4年度（2022年度）までの４年間とします。

策定の趣旨

推進期間

基本方針

位置付け

策定

しい本県教育の方針
たな時代に挑戦する

新
資料２

9510117
四角形

9510117
四角形

9510117
四角形



「徳島ならでは」の教育
先人たちから脈々と受け継がれる進取の気質や精神に根ざした教育施策を推進す
るとともに、それらをしっかりと育み、次代に継承することで、徳島教育大綱の
基本方針の実現をめざします。

「徳島ならでは」
の教育で育む
３つの心

未知への挑戦！未来を創る教育の推進

①持続可能な社会を具現化する「徳島ならでは」の教育の推進

○徳島発！新次元の消費者教育の推進
○未来で輝く、魅力あふれる学校づくり
○未来を拓く環境教育の充実

②「Society5.0」をリードする資質や能力の育成

○先端技術の効果的活用による教育活動の充実
○未来を現実にする、プログラミング教育の推進

③世界に羽ばたく「グローカル人財」の育成

○世界への扉を開こう！徳島育ちのグローカル人財の育成
○新しい価値の創出に挑む、クリエイティブ人財の育成

「SDGs」、「Society5.0」、グローバル化への
対応など新たな時代に求められる教育の推進！

県内外の高校生が交流する
エシカルフェス

プログラミング教育の
授業風景

外国語指導助手（ALT）と
徳島の歴史、文化等を体験

重点項目Ⅰ

重点項目Ⅱ

質の高い「知・徳・体」の学び！
新学習指導要領の着実な実施！

①真の知性を育む「深い学び」の実現

○確かな学力を育む、質の高い、深い学びの実現
○地方創生に貢献する、多様な学びの実現
○価値の創造を加速する、高等教育機関との連携強化

②将来を描き、可能性を最大化する教育の推進

○未来を切り拓く「キャリア教育」の推進
○社会を「自分事」として捉える主権者教育の充実
○豊かな育ちを支える、幼児教育の推進

③成長を支える「豊かな心、健やかな体」の育成

○かけがえのない「生命」を尊重し、感謝する心を育む教育の推進
○夢を抱き、心豊かに生きる力を育む教育の推進
○自ら学び、実践する健康教育の推進
○健全な心身を培う、魅力ある食育の推進

豊かな自然を体験する
海辺の環境学習

伝統行事で地域の魅力を体験

高校生と幼稚園児の
食育を通した交流

アクティブ・ラーニング
による授業

夢と志を実現！確かな学びを育む教育の推進

可能性に挑戦する「こころいき」
困難に打ち克つ「たくましさ」
人や自然、地域を大切にする「おもいやり」

重点項目



③共に生きる、「多様な力」を育む教育の推進

○共生につなげる、帰国・外国人児童生徒に対する教育支援
○世界とつながる教育の場の創造

重点項目Ⅳ

①生涯を通じた「豊かな学び」の創出

○つながる！支える！できる！家庭教育支援の充実
○生涯にわたって学び続ける環境づくり

②とくしまの未来を守る「防災教育」の推進

○「絆」を育む防災教育の推進
○学校から地域へ広げる防災力の向上

③すべての子どもが学び、成長する教育環境の充実

○子どもと共に教職員が輝く、質の高い学びの実現
○学校・家庭・地域が一体で取り組む教育の推進
○すべての子どもに均等な教育機会の提供

生涯を通じた、安全・安心な
学びの環境づくり！

重点項目Ⅴ

スポーツ・文化芸術で優れた才能や個性を
見いだし、伸ばす教育の推進！

①レガシーを創出「躍動スポーツとくしま」づくり

○未来のトップアスリートの発掘、育成・強化
○生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくり

②世界に輝く「あわ文化」の創造

○４大モチーフに代表される「あわ文化」の創造・発信
○優れた芸術・文化に触れる機会の創出

③「ふるさと徳島」への誇りと郷土愛を育む教育の推進

○未来へ発信！世界遺産登録への挑戦
○郷土の自然と文化を愛し、「ふるさと徳島」への誇りを培う教育の推進
○ふるさとの魅力実感！「とくしま回帰」の促進

重点項目Ⅲ

個性を発揮し、みんなが活躍！
共に生きるダイバーシティとくしま！

①個性が輝き、一人ひとりが活躍できる「特別支援教育」の推進

○個々の特性に応じた切れ目ない支援体制の充実
○みんなが主役！一人ひとりの才能や感性を生かす教育の推進
○共生社会の実現に向けた教員の専門性の強化

②互いに尊重し、支え合う教育の推進

○多様性を認め合い、つながりを実感する人権教育の推進・充実
○子どもたちの未来を守る環境づくり

職業スキル向上と地域交流の場
「支援学校みまカフエ」

全国いじめ問題子供サミット 台湾新化高級中學との交流

家庭教育力向上のための研修
「とくしま親なびワークショップ」

中・高校生の防災研修会 放課後子供教室での学び

ドイツ女子ハンドボール
プロチームとの交流

うだつの町並みでの
ガイド研修

一人ひとりが輝く！多様性を育む教育の推進

誰もがいきいき！生涯を通じ、安心して学ぶ教育の推進

世界へ飛躍！「徳島ならでは」の文化・スポーツ
レガシーを創出する教育の推進



参考

2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から

2030年までの国際社会共通の目標です。持続可能な世界を

実現するための17のゴールと169のターゲットから構成され、

地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。

徳島教育大綱の全文はこちらでご覧いただけます。
http://tokushimakyouikutaikou.tokushima-ec.ed.jp

持続可能な開発目標（SDGs）

編集・発行
徳島県政策創造部総合政策課
徳島県教育委員会教育政策課



コロナを乗り越える日本再生宣言 

 ５月２５日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、

約１か月半ぶりに全面解除された。はじめに、かけがえのない命を亡くされた皆

様に謹んで哀悼の意を示すとともに、現在も闘病されている皆様の早期のご回復

を願うものである。そしてまた、この間の医療従事者の献身的なご尽力、外出や

営業自粛をはじめとした国民や事業者の皆様のご協力に、深く感謝を申し上げた

い。

 これからは、次の感染の波を抑止しつつ、社会経済活動を段階的に引き上げて

いく新たなステージ「ＷＩＴＨ・コロナ」に入った。しかし、これで以前の社会

に元通りということにはならない。新型コロナウイルスは世界中をまだ巡ってい

る状況にあり、国内でもどこに潜んでいるかわからない。これまでの国民の努力

が水泡に帰すことが無いよう、徹底した感染予防を行う「新しい生活様式」を社

会に定着させていくとともに、現状に即したガイドラインを国に求めていく必要

がある。我々は、コロナを乗り越え「地域から日本を再生する」新たな時代を創

っていかなければならない。

 「感染予防」と「社会経済活動の段階的な再開」を両立させるためには、まず

もって、感染者の早期発見・追跡・入院治療を可能とする検査・医療提供体制を

早急に再構築しなければならない。今後、海外との往来再開も見込まれる中、国

の水際対策と連携を図りつつ、ＰＣＲ検査と抗原検査などの新しい検査を民間機

関も含め大規模かつ効果的に活用し、感染の流行を迅速に察知するとともに、保

健所の積極的疫学調査により感染ルートを明らかにし、早期に感染拡大を封じ込

める一方、ワクチン等の早期実用化を図るとともに、病院経営安定化や医療資機

材供給の保障を国に求めつつ、患者を確実に受け入れ、重症者にも対応できる強

固な体制により治療を行うことで、二度と大きな感染の波を起こさせないことが

何よりも重要である。そこで、このような検査・医療提供体制の再構築に向けて、

国や保健所設置市とも連携し、今回の第１波で生じた施設のクラスター感染をは

じめとする感染ルートやその対処方策、ビッグデータ活用、保健所運営や情報開

示を含めた各地のモデル的実践例などを収集・分析し、法的制度や運用の改善検

討も含め、全国で共有していく取組に着手する。

 そして、感染拡大を防止するため、多くの社会経済活動をストップせざるを得

なかった中で、特に高齢者、障がい者、子ども、ひとり親世帯をはじめ相対的に

弱い立場の方々に大きなしわ寄せが及ばないよう、しっかりと目配りするととも

に、学校の長期臨時休業で大きな影響を受けた子どもたちの学びに著しい地域間

格差が生じないようにするほか、原子力安全対策を含め避難に際する感染防止を

図るなど、きめ細かな対策を講じなければならない。また、新型コロナウイルス
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感染症は、経済情勢の悪化だけでなく、感染症患者等に対する憶測によるデマや

誤った情報の拡散、個人や企業への誹謗中傷などを生じさせたが、こうした社会

の分断と軋轢も修復しなければならない。その上で、行動類型に応じた感染リス

クを把握し、感染状況を踏まえたイベントや移動の自粛基準等の適切なあり方を

国に求め、社会経済活動の再開と感染予防との両立を図りながら、雇用の維持や

確保、国と連携した観光・企業経営への支援などによる地域経済の活性化を通じ

て、日本の活力を復活させていく必要がある。

そこで今こそ、大打撃を受けた経済へのダメージを全力で回復することはもと

より、これまでの地方創生の成果により、日本全国、津々浦々で生まれてきた様々

な萌芽を大きく育み、今回のコロナ禍を契機に活用が普及しつつあるテレワーク・

リモートワーク、そして全国知事会でも最大限活用してきたオンライン会議など

の取組を進化させ、我が国における「デジタル・トランスフォーメーション」を

実装することが重要である。加えて、５Ｇをはじめ Society5.0新時代のインフラ

を早期に整備し、経済社会のイノベーション創出の動きをさらに加速させるとと

もに、ゼロカーボン社会へと歩を進めることで、全国各地が感染症の脅威にも強

くしなやかに対応し持続的に成長できる「新次元の分散型国土」を創出していか

なければならない。

 今回の新型コロナウイルス感染症に起因する社会経済状況は、戦後最大の危機

に直面している。しかし、我々は壊滅的な痛手を被った戦争からの復興をはじめ、

二度にわたる石油ショックや世界中を巻き込んだリーマンショックのような１０

０年に一度の経済危機、そして阪神・淡路大震災や東日本大震災といった未曾有

の自然災害を経験しながらも、そのたびに国を挙げてこれら幾多の困難に立ち向

かい、克服への途をたどってきた。

今般の世界的に流行している新型コロナウイルス感染症により生じた難局を

抑えつつある「日本の奇跡」は、国民すべてが協力の絆を結んだ結果にほかなら

ない。これを得難い教訓として、今後訪れるであろう、第２波、第３波の感染拡

大についても、経済界と行政、国と地方、都道府県と市町村そして何よりも国民

が心を一つにして対処することで、必ずや克服できると確信する。我々４７人の

知事は、地方の現場を預かる者として、住民の命と生活、そして地域の経済と雇

用、かけがえのないふるさとを守り、この国を再生する先陣を果たす覚悟で新た

な時代を切り拓いていくことをここに宣言する。

令和２年６月４日

 全 国 知 事 会  



 

 

 

学びの保障と秋季入学の導入に関する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月１９日 

 

全 国 知 事 会 
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学びの保障と秋季入学の導入に関する提言 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で休校が長期にわたっている状況は、

特に低学年の子どもたちを中心に、基礎的な能力の習熟や維持を図るため

適宜練習の機会を設けることが必要な教科等への影響などにより、子ども

たちの学力低下や格差を助長する可能性が高く、必要な対策を早急に検討

することが必要である。 

一方、秋季入学に関しては、グローバル社会に対応した教育の変革を進

める観点等からも重要な課題であるため、全国知事会として、これまで政

府に国民的な骨太の議論を行うことを求めてきたところであるが、新型コ

ロナウイルス感染症による影響や今後の見通しは常に変化しており、現時

点では、全国で緊急事態宣言が解除され、学校が再開していく中で、夏季

休業期間の短縮等で必要な教育機会を確保することが可能との意見が学

校現場では多くなっている。また、教育の国際化のためには、入学時期も

一つの要素であるものの、留学のための奨学金充実など他の要素が重要と

の指摘も多い。 

  

 こうした状況に鑑み、政府に対し、以下の点について対応を求める。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症影響下における学びの保障について 

(1) 入試や今年度の教育カリキュラムの在り方 

長期にわたる学校の臨時休業などの影響を受けている子どもたちの

ため、大学入試日程等今後の学びのスケジュールを早期に確定すると

ともに、夏季休業期間の短縮や土日の補習等に取り組む学校に対する

必要な支援を行うこと。 

また、教育課程の編成に関して、各学校の参考となる具体的なモデ

ルを示すこと。 

(2) 教育の情報化 

今後更なる一斉臨時休業や災害時等にあっても学びを保障できるよ

う、また、ビッグデータの活用により、教育の質の向上を図ることが

できるよう、小・中学校のみならず高等学校等も含め、ＩＣＴを活用

した家庭等での学習環境整備を進めるなど徹底した教育の情報化を進



めること。 

また、その財源についても実効性ある支援を行うこと。 

  

２ 秋季入学の導入等について 

(1) 秋季入学の検討継続 

本格的な秋季入学の導入は、教育のみならず社会・経済等の大きな

変革につながりうるものであり、今回、国民的な議論を行う土壌がで

きたことから、グローバル化に対応した教育や学びの個別最適化を進

めるという目的のもとで、実践的な英語教育や単位互換の推進、奨学

金の充実などとあわせて、各界各層を交えた丁寧な検討を進め、その

結論を得ること。 

 (2) 大学について 

大学については、新型コロナウイルス感染症が、総合型選抜・学校

推薦型選抜等にも影響を与えていること、４月入学と９月入学との併

用等の形で既に秋季入学が行われていることなどから、秋季入学の拡

大について、政府として検討すること。 

また、そのために必要となる入試時期の変更等、大学が行う取組に

ついて政府として積極的に支援すること。 

あわせて、秋季入学の拡大に伴う就職・採用時期の柔軟化等につい

ても一層の推進を検討すること。 

(3) 高等学校について 

高等学校においては、大学が講じる取組とあわせて、修得主義の考

え方をより重視し、標準授業時数や１単位あたりの授業時数、修学年

限などの柔軟化により、学習期間の弾力化や学びの個別最適化を推進

すること。 

 

 

令和２年６月４日 
 

全 国 知 事 会 

  



 



 

 

 

 

 

子どもたち一人ひとりの学びを支える 

ｅ-ラ－ニングの推進に関する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月１９日 

 

全 国 知 事 会 
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子どもたち一人ひとりの学びを支える 

ｅ-ラ－ニングの推進に関する提言 

 

 変化の激しい予測困難な時代にあって、これからの子どもたちに
は、変化に翻弄されず、変化に取り残されず、自らの未来を切り拓い
ていく力と勇気、さらには、社会の担い手として主体的に社会と関わ
り、仲間と協働して「新たな社会を創造する力」が求められている。 
 
新学習指導要領においては、情報活用能力が、従来必要とされてい

た言語能力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・
能力」と位置付けられた。 
今後、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなど

の活用に必要な環境を整え、教師が子どもたち一人ひとりの反応を
即時に把握しながら双方向で授業を進めるなど、学習活動において
ＩＣＴを活用することが不可欠である。 
 
 また、今般の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、学校の臨時
休業や児童生徒の出席停止措置が必要となる場合に備え、自宅等で
の学習環境を速やかに整える必要がある。 
 
こうしたことから、子どもたち一人ひとりの学びを支えるｅ-ラー

ニングによる先進的・先端的取組を推進するため、次の事項を提言す
る。 
  
１ ＩＣＴ 環境の整備    

国と地方が一体となって進めているＧＩＧＡスクール構想の 
早期実現に向け、校内通信ネットワーク整備に係る財源措置を十分
に講じるとともに、国の主導により、児童生徒１人１台端末等の整
備計画の前倒しに伴う端末の確保等を行うこと。 
また、相談窓口の継続設置及び端末等導入後のランニングコスト、

通信料、更新費用、有償ソフトウエアの購入等について、過度な負
担が生じることがないよう必要な財源を確保すること。 
あわせて、遠隔授業による習熟度別授業等の増加に対応した職員

の加配やＩＣＴ支援員、代替非常勤講師の配置等についても必要な
財源を確保すること。 

 
 
 
 
 



 

 

２ 教育クラウドプラットフォ―ムの整備    
児童生徒が、デジタル教材等を広く共有しながら、校内、校外、

家庭など、どこでも円滑に学習できるよう、多種多様なコンテンツ
が利用可能で、低コストである教育クラウドプラットフォームを整
備し、全国統一的に利用できるようにすること。 

  
 
 

３ 自宅等での学習の支援について    
新型コロナウイルス感染症対策のため、やむを得ず登校できない

児童生徒に対し、教育クラウドサービスや遠隔教育システム等ＩＣ
Ｔを活用した学習支援が行えるよう、自宅にインターネット環境の
ない児童生徒に対する端末の貸付支援、学校側がリアルタイムで双
方向型の授業が実施できる遠隔教育用システムの提供等を行うこ
と。 
また、家庭学習に係る通信費の値下げを国が業界団体に働きかけ

るとともに、通信費に対する補助を行うこと。 
さらに、自宅等で学習する児童生徒に対し、ｅ-ラーニングを含

め適切な学習指導を実施した場合における学習評価の在り方につ
いて、制度的な検討を行うこと。 
 
 
 
 

令和２年６月４日 
 

全 国 知 事 会 
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【※大学入試のあり方に関する検討会議（第9回）R2.6.16　資料より抜粋】

５

























参考資料６

9510117
四角形











参考資料７

徳島県高校生進路状況等資料

目 次

１ 令和２年度高校３年生進路スケジュール ・・・・・・・・・・１

２ 高等学校卒業後の進路状況について ・・・・・・・・・・・・２

(1)進路別卒業者数（平成３１年３月卒業) ・・・・・・・・・・２

(2)高等学校卒業後の大学等進学状況（県内・県外比率） ・・・・３

(3)高等学校卒業後の就職希望者の内定状況（県内・県外比率) ・・３

３ 徳島県公立高校における「県外中学生の合格者数」 ・・・・・４

４ 徳島県における「ケーブルテレビ」の世帯普及状況について・・５

５ 学校における主なＩＣＴ環境の整備状況 ・・・・・・・・・・６



1 
 
令

和
２
年

度
高

校
３
年

生
進

路
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル

合
格

発
表

合
格

発
表

大
学

入
学

共
通

テ
ス
ト

を
利

用
し
た
選

抜

出
願

１５
日
～

合
格

発
表

　
１日

～

出
願

１日
～

合
格

発
表

　
～

１月
上

旬

　
　

【徳
島

県
教

育
委

員
会

学
校

教
育

課
作

成
】

7
月

8
月

出
願

出
願

１日
～

出
願

１５
日
～

合
格

発
表

9
月

10
月

11
月

12
月

1月

7
月

8
月

9
月

特 例 追 試 験

私 立 大 学

１日
～

大
学

入
学

共
通

テ
ス
ト

第 二 日 程

試
験

 １
１月

上
旬

～
（
共
通

テ
ス
ト
を
課

さ
な

い
）

3
0
・3
1日

総
合

型
選

抜
(旧

Ａ
Ｏ
入

試
）

学
校

推
薦

型
選

抜
（
旧
推

薦
入

試
）

国 公 立 大 学
２ 次 出 願

受 験 案 内 配 布

９
／

２
８
～

１０
／

８

試
験

（
共
通

テ
ス
ト
を
課

さ
な

い
）

１日
～

一
般

選
抜

総
合

型
選

抜
(旧

Ａ
Ｏ
入

試
）

学
校

推
薦

型
選

抜
（
旧
推

薦
入

試
）

一
般

選
抜

試
験

　
大

学
ご

と
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
で

　
３
月

下
旬

ま
で

実
施

す
る
と
こ
ろ
も
あ

る

試
験

１３
・１
４
日

第 一 日 程 　 大 学 入 学 共 通 テ ス ト

大
学

入
学

共
通

テ
ス
ト
を
課
す
大

学
も
あ

る
※

合
格

発
表

は
大

学
入

学
共

通
テ

ス
ト
後

～
２
／

１０

試
験

上
旬

～
（
共

通
テ

ス
ト
を
課

す
）

合 格 発 表

～
１０

日

就
職

選
考

　
　

　
合

格
発

表

 
 
 
 
 
 
 
　
１２
／
１ 
～
１／

２
２

共 通 テ ス ト

出 願

応
募

・推
薦

開
始

（
１人

１社
ま
で

）
複

数
応

募
推

薦
可

能
（
１人

２
社

ま
で

）

選
考

・内
定

開
始

７
／
１～

3
月

10
月

11
月

12
月

1月
(2

)就
職

１０
／

５
～

後
期

３
月

入
試

２
月

下
旬

～

個
別

試
験

合
格

発
表

合
格

発
表

１２
日 ～

～
１０

日

１／
２
５
～

２
／

３

合 格 発 表

８
日

～

(1
）
 
大

学
進

学

１０
／

１６
～

１１
／

１６
～

R
2
.6
.3
0
時

点

合 格 発 表

～
２
３
日

～
２
４
日

3
月

2
月

前
期

中
期

後
期

合
格

発
表

２
５
日

～

各
学

校
に
お
け
る
求

人
票

受
理

前
期

２
月

入
試

１月
下

旬
～

出
願

上
旬

～

各 大 学 が 「 入 学 者 選 抜 要 項 」 発 表

～
７
／
３
１

１６
・１
７
日

2
月

1



（１）進路別卒業者数（平成３１年３月卒業）
　 （単位：人，％）

　計　 進 専 専 公開 就 一 左  死 進 　就

修 門 専一 各 共発 時 記  亡

(Ａ+Ｂ 学 学 課 修般 種 職施 職 的 以  ・ 学 　職

+Ｃ+Ｄ 校 程 学課 学 業設 仕 外  不

+Ｅ+Ｆ 者 校程 校 能等 者 事 の  詳 率 　率

+Ｇ+Ｈ) 　等  力 者 Ａの Ｂの Ｃの Ｄの

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ うち うち うち うち （％） （％）

計 6,341 3,312 1,040 23 223 73 1,441 39 190 - - 1 - - 52.2 22.7

(313) (185) (31) - (16) (5) (36) - (40) - - - - -

計 男 3,063 1,417 370 8 167 56 927 17 101 - - 1 - - 46.3 30.3

　 (200) (103) (21) - (11) (5) (30) - (30) - - - - -

女 3,278 1,895 670 15 56 17 514 22 89 - - - - - 57.8 15.7

(113) (82) (10) - (5) - (6) - (10) - - - - -

　 計 6,235 3,305 1,026 22 222 67 1,384 36 173 - - 1 - - 53.0 22.2

全 (313) (185) (31) - (16) (5) (36) - (40) - - - - -

日 男 2,999 1,415 363 8 167 51 886 15 94 - - 1 - - 47.2 29.6

制 (200) (103) (21) - (11) (5) (30) - (30) - - - - -

　 女 3,236 1,890 663 14 55 16 498 21 79 - - - - - 58.4 15.4

(113) (82) (10) - (5) - (6) - (10) - - - - -

　 計 106 7 14 1 1 6 57 3 17 - - - - - 6.6 53.8

定

時 男 64 2 7 - - 5 41 2 7 - - - - - 3.1 64.1

制

　 女 42 5 7 1 1 1 16 1 10 - - - - - 11.9 38.1

 左記Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄの

うち就職している者

　（注）１　（　）は，私立高校の再掲である。

　　　　２　「就職率」とは，計（卒業者）のうち，就職者及び進学しかつ就職した者の比率をいう。

【徳島県教育委員会教育創生課　教育調査報告書より】

区　分

２　高等学校卒業後の進路状況について

 専修学校等 再　　　掲

（一般課程）
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（２）高等学校卒業後の大学等進学状況（県内・県外比率）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

進学者数 3,188人 3,272人 3,422人 3,259人 3,312人
県内進学者数 1,330人 1,381人 1,495人 1,410人 1,477人
全体に占める
県内比率

41.7% 42.2% 43.7% 43.3% 44.6%

県外進学者数 1,858人 1,891人 1,927人 1,849人 1,835人
全体に占める
県外比率

58.3% 57.8% 56.3% 56.7% 55.4%

【参考：徳島県教育委員会教育創生課　教育調査報告書】

（３）高等学校卒業後の就職希望者の内定状況（県内・県外比率）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

内定率 99.6% 99.5% 99.3% 99.3% 99.2%
内定者数 1,348人 1,340人 1,332人 1,383人 1,324人
希望者数 1,354人 1,347人 1,342人 1,393人 1,335人
県内内定者数 1,050人 1,009人 1,037人 1,069人 987人
全体に占める
県内比率

77.9% 75.3% 77.9% 77.3% 74.5%

県外内定者数 298人 331人 295人 314人 337人
全体に占める
県外比率

22.1% 24.7% 22.1% 22.7% 25.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　※公務員・縁故を除く

【参考：徳島労働局　新規高等学校卒業者就職内定状況】
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（人）

年度 H28 H29 H30 R1 R2

合格者数 44 58 63 78 83

３　徳島県公立高校における「県外中学生の合格者数」

　　　　　　　　【徳島県教育委員会教育創生課調べ】
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（H31.3時点）

順位 都道府県 普及率

１位 徳島県 90.0% ←徳島県は、８年連続１位の普及率となっている。

２位 大阪府 86.7%

３位 山梨県 79.6%

４位 東京都 78.6%

５位 福井県 75.9%

52.2%

【総務省公表データ】

全国平均

４　徳島県における「ケーブルテレビ」の
世帯普及状況について
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河口雅子委員からのご意見

令和2年度第1回徳島県総合教育会議

（令和２年７月９日・14:15～16:15）

今回の「コロナ」問題は、世界中の経済、教育、医療、さらには生活全般に多大な影響を及ぼして

いる。しかし、「WITHコロナ」で今後共に一体となって立ち向かっていかねばならない。

そういう状況下であり、まだまだ終息という状況ではないが、現段階では徳島県はその取り組みや

方策が評価されている。

国や全国知事会の動向を受けて「教育」面では、学校は臨時休校、そして、再開へと動き、6月か

ら学校教育がなされている。しかし、まだまだその動向に不安があり、課題も山積している。

こうした先が読みにくい状況や課題に対してどう取り組んでいかなければならないか、昨年度策定

した「教育大綱」と「教育・学びの保障」という点から３点述べる。

その前に、根底に持っておかなければならないのは、教員が、常に「今だからこそしなければなら

ないこと」「今だからこそできること」、を念頭に、前に進んでいくことに繋がるという意識を持っ

て子どもたちに指導していく姿勢が必要である。そのために新たな方策を持って臨んでいかなけれ

ばならないという点である。

１ 徳島県として臨時休校中の遅れを取り戻す試みとしての夏季休業・冬期休業の短縮、補習授業

を取り組むなどがでているが、管理職のリーダーシップの基で学習内容の検討をしっかり見直し、

今の課題としての「子どもの主体的及び協同的学習」に観点をおいた授業を継続していく必要性が

ある。子どもたちの学力保障のみならず心の意欲化のためにも必要不可欠である。そのための研修

会を実施し、各学校独自の授業を研究し、子どもたちの心や学習への意欲の高揚を図って欲しい。

２ 学校、教育委員会、地域等の連携の必要性を痛感する。幸いにして「学習指導員」「スクール・

サポート・スタッフ」制度の要請があった。時宜を問わず、徳島の教育のためにこの機会を捉え、「サ

ポート体制」の確立を図る体制を創る必要性がある。学習面だけでなく障がいを持つ子どもや心の

ケアが必要な子どもたちへの対応も必要である。大学としても将来を担う子どもたちのために、し

っかりと協力体制を取っていきたい。

３ ハード面からは十分に手厚い取り組みがなされたが、ソフト面からは今後課題は多いと思われ

る。今後もオンライン教育が必要となることを見込んで、「ＩＣＴコーディネーター」等の担当ポジ

ション創設し、今後に繋げて欲しい。

他県では，４月末，県内の児童・生徒全員にあたる約30万人分のクラウドアカウントを無料で

確保した例がある。さらに，遠隔授業に必要なPC端末やWiFi ルーター整備など、休校中の学習体



制整備に関する補正予算案が可決された。このようなスピード感のある対応は，「学びの保障」と「今

だからこそしなければならないこと」を具体的に実行した例である。

本県においても，秋以降に予想されている第二波にそなえてどのような準備がなされているのか，

県民に広くロードマップを示していくべきである。

「未来を切り開いていく人財」、「新たな価値を創造していく人財」、「地域を輝かせる人財」を目指

す「徳島教育大綱」だからこそ、現状を子どもたちと共にしっかりと共有し、「個々が今できること・

しなければならないこと」、「学校がしなければならないこと」、「サポートをお願いした上でできる

こと」を各教職員がしっかりと意識化し、こうしたチームワークの中で前に向いて歩める子どもた

ちの育成を図ってもらいたい。

徳島文理大学 河口雅子


